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はじめに

徳島県では、平成 20年 に制定した徳島県食料・農林水産業・農

山漁村基本条例に基づき、本県農林水産行政の基本的な指針とな

る「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」を策定し、「安

定的な食料」の確保、持続発展的な「農林水産業の振興」、活力あ

る「農山漁村の創出」に向け、様々な施策を展開して参りました。

しかしながら、就業人口の減少や耕作放棄地の発生、生産基盤の老朽化といった

農林水産業を取り巻くこれまでの課題に加え、令和２年度は、「新型コロナウイルス

感染症」が世界規模で拡大し、人々の「価値観や生活様式」に新たな変化をもたら

す「時代の転換点」となりました。

更に、頻発化する大規模自然災害や高病原性鳥インフルエンザの全国的な発生等、

激甚化する「危機事象」への早急な対応が迫られる一方、新たな成長戦略の柱として

期待される「デジタル社会」「グリーン社会」の実現に向けて、農林水産業の飛躍的

な生産性向上につながるスマート技術の現場実装をはじめ、気候変動適応や温室効果

ガス削減を通じた革新的イノベーションの推進など、未来を見据えた取組みを積極的

に推進していくことが求められています。

そこで、今回は、コロナ禍をはじめとする社会情勢の変化が、「新時代の農林水産

業」を見いだす大きな局面と捉え、「ニューノーマル（新しい日常）への対応」「危

機事象に備えた食料生産・供給体制の強化」「スマート農林水産業の実装と労働力の

確保」「サステイナブルな農林水産業の実現」を新たな柱に、今後４年間で重点的に

取り組むべき施策を盛り込んだ計画を新たに策定いたしました。

本計画が、本県農林水産業の未来を切り拓く「羅針盤」となるよう、時代に即した

「徳島ならでは」の施策を強力かつ戦略的に推進し、「もうかる農林水産業」の実現

に積極果敢に取り組んで参りますので、県民の皆様のご支援とご協力をよろしくお願

いいたします。

令和３年３月

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第Ⅰ章
計画の基本的事項

１ 計画策定の根拠

本計画は、「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本条例」第10条の規定に基づき、策

定します。

２ 計画の基本理念

『「いのち」と「くらし」を支える食料・農林水産業・農山漁村を次代へ継承する』と

ともに、『もうかる農林水産業の実現』を目指します。

３ 改定の趣旨

2019年末から発生した新型コロナウイルスの感染拡大は、国内外で人や物の流れを遮断

し、世界経済の急速な悪化を招くこととなりました。

このような中、社会変化や行動変容を捉えた「新たな日常」や「デジタル社会」の加速

化をはじめ、「コロナ禍」を契機とした、都市住民や若者を中心とした「地方回帰」の動

きが高まっており、地方の産業を活性化し、都市部から地方へ経済や人口の移動を促す「分

散型国土の具現化」への取組が重要となってきています。

あわせて、2050年までに、温室効果ガスの排出をゼロにする「グリーン社会 」の実現*

や、持続可能でよりよい社会の実現を目指す「ＳＤＧｓ 」の達成など、社会全体で取り*

組むべき課題への対応も求められています。

農林水産業は、県民の豊かなくらしに欠かすことができない食料などの生産を担うとと

もに、県土の保全や美しい景観形成など多面的機能 の発揮を通じて、県民のいのちとく*

らしを支えていますが、現在、少子高齢化・人口減少社会の進行に伴う労働力不足、国内

市場の縮小とグローバル化の進展、食の安心・安全や簡便化志向など消費者ニーズの多様

化、激甚化・頻発化する自然災害など、様々な課題に直面しています。

このようなことから、変革期を迎えた農林水産業の方向性を、

○ 生活様式の変化や地方・田園回帰の動き

○ 自然災害や危機事象に備えた基盤・生産力強化

○ スマート技術の実装やデジタル社会への対応

○ 環境に配慮した持続可能な社会

など、時代に即したこれまでにない新しい視点で捉え直し、今後４年間で重点的に取り組

むべき施策をはじめ、具体的な行動計画を策定するものです。

４ 計画期間

令和３年度を初年度とし、令和６年度までの「４年間」を計画期間とします。
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２ 分野別課題整理

①農 業

課 題 整 理

① 農業の担い手 取得に向けてのステップアップ対策と、消

農業就業人口は、後継者不足により年々 費者や実需者には安全・安心な産地とし

減少しており、次代を担う多様な担い手を て、さらなる認知度向上対策が必要です。

育成し、定着させる取組みが重要です。

⑦ 販売チャネルの多様化に対応する販売力

② 経営体の育成 強化

農地の集積などによる農業経営の規模拡 ＷＩＴＨコロナ・アフターコロナを見据

大や法人化を進め、「もうかる経営体」を育 え、消費行動の変容に対応した販売チャネ

成する必要があります。 ルの開拓に取り組むとともに、大阪・関西

万博の開催を好機と捉えた販売力強化を図

③ ＪＡの経営基盤強化 る必要があります。

地域農業を支える農協の自己改革の取組

を支援し、県域ＪＡをはじめ経営基盤強化 ⑧ 地域資源活用による６次産業化の推進

を進める必要があります。 農工商連携等による新商品の開発から販

路開拓に至る総合的な取組により、徳島の

④ スマート農業の推進 地域資源を活用した６次産業化を推進する

農業者の高齢化や減少が進行する中、生 必要があります。

産性を向上させるためには、近年、発展が

著しい５Ｇ やＩｏＴ 、ビッグデータ 、Ａ ⑨ 輸出先国が求める条件に対応した輸出体* * *

Ｉ 、ロボット等の未来技術を活用し、作業 制整備*

の超省力化や高品質生産を可能にするスマ 農林水産物等の輸出促進には、相手国が

ート農業の実装が必要です。 求める検疫条件や残留農薬基準、衛生条件

への対応、ハラール認証等の国際的に通用

⑤ 水田農業の経営安定 する認証の取得など、輸出環境整備の推進

水田の維持・活用と水稲生産者の経営安 が必要です。

定を両立させるため、飼料用米や輸出用米

などに加え、「売れる米づくり」に向け、地 ⑩ 農業生産基盤整備の推進

域に適した良食味米の作付を推進する必要 本県の特色ある農産物の更なる品質向上

があります。 や、産地拡大によるブランド力の強化、マ

ーケットイン 型の産地育成など、農業競*

⑥ ＧＡＰのステップアップ推進 争力を強化するとともに、担い手への農地

国のＧＡＰ共通基盤ガイドラインが国際 集積・集約化を推進するきめ細やかな生産

水準レベルに改訂されたことを受け、とく 基盤の整備が必要です。

しま安２ＧＡＰからＪＧＡＰ 以上のＧＡＰ*

第Ⅱ章 現状分析と課題整理
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⑪ 老朽化対策の推進 ⑭ 地球温暖化への対応（ハード）

用排水路やポンプ場などの農業水利施設 集中豪雨や台風による農地の湛水や農業

の多くは、老朽化の進行により突発的事故 用施設の損壊など、温暖化の影響による農

の発生リスクが増大するとともに、維持管 業被害の拡大が懸念されています。

理費が増大していることから、農業用水の

安定的供給を図るためには、計画的な老朽 ⑮ 地域農業の維持

化対策が必要です。 中山間地域 では、農業の担い手の減少*

や耕作放棄地の増加が著しく、生産活動が

⑫ 営農再開へ向けた取組 停滞するだけでなく、農業・農村が持つ多

頻発化・激甚化する豪雨災害や南海トラフ 面的機能の維持・保全に支障をきたしてお

巨大地震、中央構造線・活断層地震に対し、 り、地域農業を支える取組への支援が必要

防災・減災対策を推進することや、被災か となっています。

らの農地等の迅速な復旧とともに、早期の

営農再開に向けた事前の備えが重要となっ ⑯ 鳥獣被害防止対策

ています。 イノシシ、シカ、サル等の野生鳥獣によ

る農作物被害が約１億円と高水準で推移し

⑬ 気候変動への適応（作物等） ていることに加え、市街地にも出没するな

地球温暖化がもたらす気候変動の影響に ど、生活環境にも影響が及んでおり、「防

より、農作物の生育不良や品質低下、作期 護」や「捕獲」の強化とともに、捕獲鳥獣

のズレなどが懸念されるため、農業の持続 の「ジビエとしての利活用」や「担い手の

化・安定化に向けた適応技術の開発・普及 育成・確保」の推進など、総合的な野生鳥

が必要です。 獣対策に関係機関が一層連携して取り組む

必要があります。

第Ⅱ章 現状分析と課題整理
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明るい兆し

① 異業種からの農業参入 ⑧ 農業生産基盤整備の効果発現

異業種企業や他産業従事者の農業参入に 国営総合農地防災事業及び関連事業の実

より、農業以外の資本や知識、経験を活か 施による、農業用水の安定供給と水質改善

した新たな農業経営体が誕生し、地域農業 等の効果が発現

の活性化に寄与

⑨ 地籍調査の加速

② 若手女性農業者ネットワークの拡大 本県の進捗率は、過去10年間（H22-R元）

若手女性農業者を中心としたネットワー で国全体の進捗率の４倍を超える12.8％を

クが設立され、女性の視点を農業の魅力向 達成し、全国順位も30位から25位へと上昇

上に生かす活動が拡大

⑩ 農作物被害の減少

③ 担い手確保モデルの拡大 有害鳥獣捕獲への支援や、県営捕獲事業

「海部きゅうり塾」、「加茂谷 元気なま の実施など捕獲対策の強化と、侵入防止柵

ちづくり会」等、地域の力を合わせた新規 や追い払いなど防護対策への支援に取り組

就農から自立まで総合的に支援する取組が み、令和元年度の農作物被害額は9,445万

拡大 円と、平成20年度以来11年ぶりに１億円を

下回る

④ 参入企業との連携

高度な知見と技術を有する民間企業の参 ⑪ 「阿波地美栄 」の認知度向上への取組*

入及び参入企業と連携した人材育成・研究 「阿波地美栄×狩猟フェスタ」の開催を

開発の進展 はじめ、県内外のイベントへの出展、県内

飲食店でのジビエ料理キャンペーン等「阿

⑤ 水稲品種「あきさかり」の「特Ａ」取得 波地美栄」の販路開拓や消費拡大への取り

水稲品種「あきさかり 」が、平成30年産 組みにより、「阿波地美栄取扱店 」が増加* *

と令和元年産「米の食味ランキング」で、

２年連続「特Ａ」を取得したことで、県内 ⑫ 世界農業遺産の認定

水稲生産者の生産意欲が向上 平成30年３月に「にし阿波の傾斜地農耕

システム」が世界農業遺産に認定され、農

⑥ 園芸品目の生産拡大 業地域の活性化と次世代への継承が期待さ

「えだまめ」の共同選別施設の整備への れる

支援による作付面積の増加や、「ブロッコリ

ー」の生産支援による作付面積、生産量（全 ⑬ 棚田地域の振興

国５位）の増加、「トマト」の環境制御型施 令和元年度に施行された棚田地域振興法

設の導入支援による生産性の向上 に基づく「指定棚田地域 」に上勝町の２*

地域（旧福原村、旧高鉾村）が全国初とし

⑦ 海外ニーズに対応した多様な販売チャネル て指定され、関係府省庁の事業を活用した

の構築 棚田地域の振興が期待される

香港において、現地の大手飲食チェーン

店との連携により、業務需要を獲得

また、リモート対応に適した中国向け越

境ＥＣサイト 事業を開始*

第Ⅱ章 現状分析と課題整理
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第Ⅱ章 現状分析と課題整理

本県の強み

① 「アグリビジネスアカデミー 」において、 ⑧ 東・東南アジアを中心に、なると金時の*

新規就農希望者から、生産技術や経営能力 輸出量が年々増加、令和元年度において約

を高めたい農業者まで、技術レベルや専門 400トンに到達

性に応じて、基礎から実践に至る幅広い技

術を習得できるリカレント教育 の体制を整 ⑨ 全国にさきがけ、検疫条件の厳しいＥＵ*

備 市場へ「とくしま三大香酸かんきつ」を売

り込むとともに、ミシュラン星付きレスト

② アグリサイエンスゾーン を核とした産学 ランシェフとの関係を構築*

官連携による人材育成・研究開発体制の構

築 ⑩ 輸出拡大に向けたハラール認証 取得商*

品・サービスの拡大など、輸出環境整備の

③ 高い生産技術や吉野川をはじめとする豊 充実

富な水資源と農業水利施設、なると金時な 特に牛肉においては、マレーシア・イン

ど高品質な農産物の生産に適した土壌 ドネシアのハラール圏への輸出に対応した

食肉処理施設を保有

④ 春にんじん、すだちは生産量全国１位で

あり、ゆずは全国２位、れんこん、カリフ ⑪ 地域ぐるみで取り組むべき防護対策や捕

ラワーは全国３位 獲を、イノシシ、サル等の獣種毎に体系的

に取りまとめ、農家や地域の人たち等の役

⑤ 進展する経済グローバル化に対応するた 割を明確にした本県独自の「被害対策プロ

め、平成28年度に創設した「農林水産業未 グラム」を策定

来創造基金 」を活用し、共同利用施設の機*

能強化や農業支援サービスの充実等の「守 ⑫ 「にし阿波の傾斜地農耕システム」が世

り」の対策と、スマート農林水産業の実装 界農業遺産に認定されるなど、棚田をはじ

や海外展開の推進等の「攻め」の対策を、 めとする農村風景や、地域に根づいた伝統

複数年で支援 食文化など魅力ある地域資源が豊富

⑥ 大消費地（関西圏）に近い立地条件

⑦ 首都圏における情報発信・交流拠点「Tur

n Table 」を平成30年２月に開設、県産食*

材を使った料理提供やイベント展開等を通

じて、多くの利用者に徳島の魅力を発信
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第Ⅱ章 現状分析と課題整理

②畜 産

課 題 整 理

① ニューノーマルへの対応 とともに、ニューノーマルに対応した、県

コロナ禍により高価格帯を中心に畜産物 産畜産ブランド強化の取組みの支援が必要

の需要に大きな影響が出ていることから、 です。

ＷＩＴＨコロナ、アフターコロナ時代に対

応したもうかる畜産業の確立が必要です。 ⑦ グローバル化への対応

日米貿易協定など、新たな国際環境下に

② 経営体の育成 おける旺盛な需要に応えるため、生産基盤

生産農家が減少する中、規模拡大を目指 の強化・充実、輸出の戦略的拡大が必要で

す経営体のみならず、家族経営を含む中小 す。

規模の経営体についても、収益性の高い経 また、国内外でのブランド価値を適正に

営体に育成する必要があります。 保護するため、家畜人工授精用精液など和

牛遺伝資源の流通管理の徹底が必要です。

③ 労働力の確保

経営を支える労働力の確保、担い手が育 ⑧ 危機管理対策の強化

つ環境の整備とともに、畜産クラスター 等 豚熱（ＣＳＦ）や高病原性鳥インフルエ*

による地域連携の取組みを進める必要があ ンザ等の危機管理対策を強化する必要があ

ります。 ります。

④ スマート畜産業の実装 ⑨ 災害に強い畜産経営

生産者の担い手不足や生産性の向上を図 相次ぐ大規模な自然災害への対応は、畜

るため、ＩＣＴ 等の畜産新技術の導入によ 産業の持続的な発展にとって、近年、その*

り、スマート畜産業の実装が求められてい 重要性が高まっており、経営安定対策の円

ます。 滑な運用、計画生産や経営転換などの事前

の営農再開支援等を通じて、災害に強い畜

⑤ 持続可能な畜産業の推進 産経営を確立する必要があります。

安全・安心な畜産物を提供するため、Ｊ

ＧＡＰ家畜・畜産物 、農場ＨＡＣＣＰ など ⑩ 生産基盤を支える環境整備* *

の認証取得など、食品安全、環境保全など 増頭・増産に伴う家畜排せつ物の適正処

に配慮した、持続可能な畜産業を実現する 理、輸入飼料に過度に依存しないための国

必要があります。 産飼料基盤の強化を引き続き促進するとと

もに、育種改良や流通体制の強化を図り、

⑥ ブランド力の強化 足腰の強い畜産経営を確立する必要があり

県産畜産ブランドへの経営転換、畜産物 ます。

の高品質化や輸出・６次産業化など、畜種

ごとの特性に応じた創意ある取組を推進する
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第Ⅱ章 現状分析と課題整理

明るい兆し

① 参入企業との連携 ④ 国内外で評価される認証等の取得拡大

高度な知見と技術を有する民間企業の参 「ＪＧＡＰ家畜・畜産物」、「農場ＨＡＣ

入及び参入企業と連携した人材育成・研究 ＣＰ」等、競争力強化に繋がる認証取得の

開発の進展 拡大

② 県内生乳の生産拡大に繋がる県内乳業工場 ⑤ 県産畜産物の海外輸出量の増加

の移転整備 阿波尾鶏の香港向け輸出量及び県産牛の

牛乳・乳飲料の製造能力が飛躍的に向上 マレーシア向け輸出量の着実な増加

するとともに、食育・エシカル消費に対応

した最新の乳業工場の整備

③ 新たなプレミアムブランド認定制度の創設

肉質の優れた「黒毛和種」に加えて、消

費者ニーズを反映した「交雑種」も対象と

した「とくしま三ツ星ビーフ」認定制度 の*

創設

本県の強み

① アグリサイエンスゾーンを核とした産学 ⑤ 「肉用牛ブランド」として全国で初めて、

官連携による人材育成・研究開発体制の構 「ＪＧＡＰ家畜・畜産物」認証取得を必須

築 要件とした「とくしま三ツ星ビーフ」認定

制度

② 中国四国で初めて整備したハラール専用

食肉処理施設 ⑥ イノシシの肉質特徴を受け継ぐブランド

豚「阿波とん豚 」拡大*

③ 阿波尾鶏は、22年連続で地鶏生産量全国

１位であり、ブロイラーの飼養羽数は全国 ⑦ 北海道からの素牛導入に頼らない本県独

６位（中四国１位） 自の乳牛供給基地の整備

④ 肉用牛は規模拡大が進み、１戸当たり飼

養頭数は、全国７位（中四国１位）
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③林 業

課 題 整 理

① 林業の担い手確保・育成 な商品開発を進めることが必要です。

更なる森林整備と県産材増産に向け、将

来の林業を担う若手就業者の確保やアクテ ⑦ 木製品の販路拡大

ィブシニアの新規参入の促進に加え、技術 ＷｅｂやＳＮＳを取り入れたＰＲやマッ

・技能の高い人材の育成と技術の伝承が不 チングを行い、県内はもとより、県外の大

可欠です。 消費地や海外など、様々な県産材の販路を

開拓することが必要です。

② 林業事業体の育成

林業事業体の経営基盤の強化や、意欲と ⑧ 木質バイオマスの利用促進

能力のある林業経営者、いわゆる「クール 木質バイオマス発電所の稼働に伴い、大

林業経営体」の育成に加え、他産業からの 量のＤ級材 の需要が生じていることから、*

新規参入や独立・起業を希望する林業従事 これに対応する供給体制の強化を図ること

者に対するサポートが必要となっています。 が必要です。

③ 森林経営管理制度の推進 ⑨ 木育の推進

本県の森林は大部分が私有林で、その所 県産材の利用を促進するため、幅広い世

有規模は零細であることから、森林の適正 代の方々に、木材の良さや木材利用の意義

な整備と森林資源の循環利用につなげる「森 などを知ってもらう「木育」の意識醸成を

林サイクル」の確立と、「新たな森林管理シ 図ることで、身近な木づかいを進めること

ステム」による施業地の拡大や集約化を推 が必要です。

進することが必要です。

⑩ 路網整備の促進

④ ＩＣＴ技術の活用 基幹となる林道に加え、林業専用道、森

施業の効率化や低コスト化、需要に応じ 林作業道等を複合的及び効率的、かつ計画

た高度な素材生産を実現するため、森林Ｇ 的に配置することで木材運搬車両の効率化

ＩＳ や航空レーザ測量、ドローン、先進林 を図る必要があります。*

業機械などＩＣＴやロボット等の技術を活

用した林業のスマート化が求められていま ⑪ 地球温暖化対策の促進

す。 地球温暖化防止に向けた「森林吸収源対

策」を推進するため、適正な森林整備を図

⑤ 先進林業機械の導入促進 るとともに、木材利用を促進することが重

施業の効率化と循環型の森林サイクルの 要です。

構築を図るため、搬出間伐はもとより、主

伐にも対応できる高性能林業機械や造林・ ⑫ 山地災害対策の推進

保育を円滑に進めるための機材の導入を推 頻発化・激甚化する豪雨による山地災害

進する必要があります。 対策として、治山施設の設置や、荒廃森林

の整備など総合的な治山対策を推進するこ

⑥ 県産材の需要拡大 とが重要となっています。

製材・合板・ＭＤＦ など県産材をまるご*

と利用する体制を充実するとともに、魅力的

第Ⅱ章 現状分析と課題整理
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第Ⅱ章 現状分析と課題整理

明るい兆し

① 新規林業就業の実績 ⑦ 海外輸出という県産材の新たな販路

林業プロジェクト開始以降15年間で、64 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

名のＵＩＪターン者を含む419人が新たに林 より、滞留する原木の解消に向けた取組を

業に就業 推進するなか、林業事業体が連携し、販売

ロットを拡大することで、原木輸出をはじ

② アクティブシニア植林隊の養成 めとした新たな販路を確保

再造林作業の担い手となる「アクティブ

シニア植林隊」を養成し、初年度となる令 ⑧ 新たな木育拠点の整備

和元年度には14名が登録 新たな木育の中核拠点として、都道府県

立では初、全国最大規模となる「徳島木の

③ 新たな森林管理システム の始動 おもちゃ美術館」が令和３年秋頃オープン*

森林経営管理法が制定され、市町村が仲 予定

介役となって適正な森林管理を行う「新た

な森林管理システム」が施行 ⑨ 多面的な機能を有する林道

林道は、森林内でのレジャーの増加もあ

④ 森林環境譲与税の譲与スタート り、アクセス道として地域観光へ寄与する

災害防止・国土保全機能強化等の観点か ほか、地域間を連絡する道路は、災害時の

ら、森林整備を一層促進するために必要な 代替路として活用されるなどニーズが多様

財源として、森林環境譲与税が創設され、 化

令和元年度から譲与開始

⑤ ＩＣＴ技術を活用した「スマート林業」の実装

「スマート林業」を推進する中で、ドロ

ーンを活用した資材運搬やＬＰＷＡ （省電*

力広域無線技術）を活用した労働安全衛生

につながる取組を開始

⑥ 森林ＧＩＳの精度向上

航空レーザ測量やドローンなどのリモー

トセンシング技術の進展により、地形や資

源等の森林情報の効率的な解析が可能
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本県の強み

① 「那賀高校森林クリエイト科」創設によ ⑧ 「とくしま木づかい県民会議 」を核と*

る後継者の育成や、「とくしま林業アカデミ した、県民総ぐるみによる木づかい運動を

ー」開講による即戦力となる人材の育成体 展開

制を構築し、林業事業体からの求人も増加

⑨ 子育て世代が直接木に触れ、魅力や優れ

② フォレストサイエンスゾーンを核とした た性質を理解することができる「すぎの子

産学官連携による人材育成・研究開発体制 木育広場」を県内20箇所に開設

の構築

⑩ 民有林に占める保安林 の比率（33％）が*

③ 森林に占めるスギ人工林面積の割合は、 四国第１位

全国第１位（43.7％）であり、林野率は全

国第９位（76％）の豊かな森林資源の存在 ⑪ 「とくしま森林づくり県民会議 」を核*

とした、県民総ぐるみによる森林づくりが

④ 多様化する林道利用者に通行状況を提供 推進されており、森づくりへの参画企業・

する｢とくしま林道ナビ ｣を開設、地域イベ 団体数は全国第１位*

ントも掲載することで中山間地域の賑わい

を創出 ⑫ いち早く菌床栽培に取り組んできたこと

で、生シイタケの生産量は、16年連続で全

⑤ 本県の林業・木材産業の持続的な発展を 国第１位

目的とし、平成25年４月に全国初となる「徳

島県木材利用促進条例」を施行

⑥ 本県の豊かな森林を将来にわたって守り

継承することを目的とし、平成26年４月に

「公益社団法人徳島森林づくり推進機構」

を設立するとともに「徳島県豊かな森林を
しんりん

守る条例」を施行

⑦ 本県は、製材工場、合板工場、ＭＤＦ工

場の立地により、全国で唯一、県産材を根

元から梢までカスケード利用する体制が確

立され、近年では、木質バイオマス発電所

が稼働し、木材需要が更に増大
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④水 産

課 題 整 理

① 担い手の育成・確保 ⑥ 漁協の事業・経営基盤の強化

漁業生産や漁村地域の活力低下が懸念さ 組合員の減少が進む中、漁村の地域経済

れることから、新規就業者の確保と次代を や社会活動を支える漁業協同組合の事業や

担う中核的な漁業者の育成が急務となって 経営基盤の強化を図ることが必要です。

います。

⑦ 水産基盤整備・老朽化対策の推進

② 水産資源の持続的利用 安全・安心な水産物の安定供給の確保に

新漁業法の施行を機に、資源評価のため 対応する基盤整備が求められているととも

の調査や、漁獲情報の収集体制を強化する に、整備後50年以上が経過した漁港施設の

とともに、水産資源の持続的利用を目指す 老朽化が進んでお、，計画的な更新や修繕

漁業者による自主的な資源管理の取組を一 の必要性が高まっています。

層促進することが必要です。

⑧ 防災減災対策の推進

③ 「スマート水産業」の推進 南海トラフ巨大地震や激甚化する台風・

漁業就業者の減少や高齢化が進む中、漁 低気圧災害に備え、漁港施設や漁港海岸施

業の生産性を高めるには、ＩＣＴやＡＩ、 設の耐震・耐津波、高潮の対策が必要にな

ＩｏＴ等の最先端技術を現場へ導入・普及 っています。

し、漁業の効率化・省力化を推進すること

が重要です。 ⑨ 漁場生産力の回復

海水温の上昇による磯焼けの進行や、河

④ 販売力の強化 川等から流れ出た流木等のゴミの海底への

産地市場の統合や衛生管理体制の高度化、 堆積により、漁場の生産力の低下が懸念さ

ブランド化や６次産業化による付加価値の れます。

向上、インターネット通販による販路拡大

など、品質・コスト両面で競争力を高める

販売戦略が必要です。

⑤ 気候変動への適応

海水温の上昇により、「磯焼けの進行」や

「ワカメ・ノリの養殖開始時期の遅れ」な

どが生じており、気候変動のリスクや被害

を最小限に止める「適応策」の推進が必要

です。
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第Ⅱ章 現状分析と課題整理

明るい兆し

① 「とくしま漁業アカデミー 」卒業生の漁業就業 ④ 産地市場の統合*

令和２年４月時点で「とくしま漁業アカ 価格競争力の強化に向け、平成31年２月

デミー」の卒業生11名が漁業就業しており、 の「牟岐地区」に続き、令和２年６月には

すでに９名が独立・自営 「由岐地区」においても、産地市場が統合

② 「マリンサイエンスゾーン 」における産学官 ⑤ 海水温の上昇に対応した「わかめ新品種」*

連携研究の始動 の普及

海陽町浅川の「県有種苗生産施設」にお 県が開発した高水温環境に強く、高品質

いて、産学官連携による「イセエビの畜養」 かつ生長の良い「わかめ新品種」が、令和

や「海藻類の陸上養殖」に関する技術開発 元年度には50養殖業者に導入され、生産量

がスタート は約1,000トン

③ 販路拡大に向けた動きの加速

「北灘地区」の全魚類養殖業者（８事業

者）による「水産エコラベル認証」の取得

や、漁協による「通販サイト」の開設など、

産地の販路拡大に向けた動きが加速

本県の強み

① マリンサイエンスゾーンを核とした産学 ③ 魚種別生産量の全国順位は、養殖スジア

官連携による人材育成・研究開発体制の構 オノリが１位、養殖ワカメが３位、イセエ

築 ビが５位、タチウオが８位、アワビ類が10

位

② 地勢的、海象的に異なる播磨灘、紀伊水

道、太平洋の３海域に加え、吉野川、那賀 ④ 首都圏に次ぐ一大消費地である「京阪神

川をはじめとする豊かな河川環境に恵まれ、 地域」に隣接した水産物販売に有利な立地

水産資源の種類が豊富で、漁業種類も多種

多様


